
福島県農業用ダム・ため池耐震性検証委員会設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 東北地方太平洋沖地震により、本県のフィル型式の農業用ダム・ため池が多数被災したこと

を受けて、県民の安全・安心の確保と農業用水の安定的な供給を図るため、フィル型式の農業用ダム・

ため池について、耐震性の検証を行うことを目的とする。 

 

（検討事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項に関して検討を行い、福島県知事に報告する。 

（１） 農業用ダム・ため池の耐震性簡易検証手法の確立について 

（２） 山ノ入ダム及び松ヶ房ダムの健全性詳細評価について 

（３） 藤沼湖の決壊原因調査について 

（４） その他必要な事項 

 

（委員会の構成） 

第３条 委員会は、委員３名で構成する。 

２ 委員は、設置目的に関する学識経験を有する者のうちから、福島県知事が委嘱する。 

３ 委員会には委員長１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

４ 委員会には、前条の検討に関して、オブザーバーを置くことができる。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成２４年３月３１日までとする。 

 

（会議） 

第５条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長として議事を総括する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開催することができない。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

４ 会議は、委員全員の了承が得られた事項に関しては、これを公開する。 

ただし、第６条の守秘義務に該当する事項に関してはこの限りでない。 

 

（守秘義務） 

第６条 委員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

 

 



（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、福島県農林水産部農村整備総室内に置く。 

２ 事務局は、委員会の庶務全般に関して執り行う。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員に諮りこ

れを定める。 

 

附則 

１ この要綱は、平成２３年７月１９日より施行する。 

２ 第１回の委員会の開催に関しては、第５条第１項の規定にかかわらず、福島県知事がこれを招集

する。 
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(独)農村工学研究所施設工学領域 

領域長 
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